３０分以上遅刻・早退した場合、１時間に切り上げて賃金から控除してもいいのですか？

ノーワーク・ノーペイに基づいて賃金から控除することは問題ありません。

ただし、遅刻・早退の時間を超える部分を控除するのは、賃金の全額払いの原則に基づいて違反となります。

減給の制裁として、労基法第９１条の制限内で賃金控除は可能です。

労基法第９１条「１回の額が平均賃金の１日分の半額を超え、総額が１賃金支払期における賃金の総額の１０分の１を超えない」こと。

尚、１か月分の残業時間の端数処理として、１か月分の遅刻・早退時間が３０分以上になるときは１時間、３０分未満のときは切り捨てることは可能です。

ただし、日々の労働時間について、切り上げ、切捨てをすることまでは認められていないので注意が必要です。
